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（公印省略） 

 

緊急事態宣言の再延長に伴う令和２年度東大和市手話講習会 

の対応について（お知らせ） 

 

 時下、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 日頃より、手話講習会をはじめ当会事業にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうご

ざいます。 

 さて、２月２６日付で新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言解除後の再開につ

いてお知らせしたところでありますが、本日付で３月７日までの宣言の期限を３月２１日

まで２週間延長する方針が示されました。 

つきましては、関係機関と協議の結果、令和２年度の手話講習会について、以下のとお

り対応させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。 

 度々の対応の変更となりまして、申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。  

なお、ご不明な点などございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。 

 

記 

 

１ 講習会について 

 

（１）令和２年度の講習会は全て終了となります。（宣言解除後と想定される３月２５

日（木）の上級講習会も開催いたしません。） 

 

（２）先般もご案内しましたとおり、休講分は全て出席扱いとして、修了の判定をしま

す。（修了者への修了証は後日郵送いたします。） 

 

 

２ 課題の提出について 

 

 （１）先般出された課題について、３月１２日（金）までに提出してください。（メー 

ル、FAX、または当会窓口への持参も可。） 

※提出方法についてお困りの場合は、一度担当者までご相談ください。 

   


